
 

第三者諸条件一覧 

 

目次 

 

セクション／サブセクション 

 

適用対象： ページ

番号 

本文書の範囲 

 

 1 

第三者構成品の諸条件  2 

オープンソース構成品 全 PTC製品 2 

Oracle社構成品 Windchill製品及び Integrity製品 2 

コグノス社構成品 Windchill製品及び Service Intelligence製品 2 

マイクロソフト社構成品 Arbortext IsoView製品 3 

Adobe社構成品 Windchill、Creo View及び Mathcad製品 3 

Telerik構成品 

 

ソーシャル製品開発の製品 3 

同梱第三者製品の諸条件  4 

Oracle Sun Java Products Windchill製品 4 

Oracle JDBC Drivers Integrity製品 4 

Intellicus Intellicus（一般に PTCの Servigistics製品と共に

購入される） 

5 

Google Google（一般に PTCの Servigistics製品と共に購

入される） 

6 

Navteq Navteq（一般に PTCの Servigistics製品と共に購

入される） 

9 

Informatica Informatica（一般に PTCの Servigistics製品と共

に購入される） 

10 

その他同梱第三者製品 Integrity、Creo及び Arbortext製品 11 

 

 

 

本文書の範囲 

本文書は、第三者構成品および同梱第三者製品の諸条件について述べられています。これらの条件は、

PTCのライセンス契約に定義されていますが、一般的に、第三者構成品は PTCが許諾製品に含めている

ソフトウェアの構成品であり、同梱第三者製品はほとんどの場合 PTCが無償または便宜上、お客様に対

して提供するソフトウェアの構成品又はアイテムです。ほとんどの場合、お客様は、本文書に記載され

ているソフトウェアベンダーから直接、無償で同梱第三者製品を入手することができます 1。 

 

第三者構成品は、PTCのライセンス契約に準拠し、当該契約の保証、メンテナンス及び免責条件が適用

されます。同梱第三者製品は、直接、各ソフトウェアベンダーから使用許諾され、PTCの保証、サポー

ト・サービス及び免責条件は適用されません。 
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1 

第三者構成品についての諸条件 

第三者構成品は、構成品となっている許諾製品から分離して使用することはできません。 

1. オープンソース構成品（全 PTC製品に適用） 

本許諾製品に何らかのオープンソース・ソフトウェアが含まれている場合、当該オープンソース・ソフ

トウェアは本許諾製品に付属の注意事項に表示されています。本ライセンス契約書に定めるところの保

証並びにサポートサービスは、当該オープンソース・ソフトウェアに適用され、且つPTCが単独で提供

するものであり、本来のライセンサーから行われるものではありません。当該オープンソース・ソフト

ウェアの本来のライセンサーは「現状あり姿のまま」ベースでこれを提供し、いかなる場合においても

お客様に対する責任はありません。PTCとお客様との契約は、当該オープンソース・ソフトウェアのお

客様の複製、修正、頒布する権利を制限するものではありません。GNU Lesser General Public License 

(GNU 劣等一般公衆利用許諾書、「LGPL」）の下でライセンスされているオープンソース・ソフトウェ

アは、お客様の利用だけの為に当該オープンソース・ソフトウェアを修正することができ、LGPLの下

で使用許諾された許諾製品の構成品と直接連動する部分は、当該修正のバグの排除の為及びそのバグの

排除に限り、リバース・エンジニアリングをすることができます。PTCのサポート・サービス義務があ

る場合には、修正されていない許諾製品にのみ適用されます。PTC製品の中のオープンソース構成品の

使用許諾条件が規定されている個々のライセンス契約を取得するには、opensource@ptc.com にお問い

合わせください。 

2.   Oracle社構成品（Windchill及び Integrity製品のみに適用） 

本許諾製品の中に、又は本許諾製品に伴ってOracle Corporation（「Oracle社」）提供のソフトウェア又は

ドキュメンテーションの一切が含まれている場合、当該Oracle社のソフトウェア並びにドキュメンテー

ションについて次の諸条件が適用されます。（「Oracle社ソフトウェア」）： Oracle社ソフトウェアは、

本許諾製品に関連してのみ使用できるものとし、お客様はOracle社ソフトウェアの修正、又はOracle社ソ

フトウェアを起動し、あらゆるベンチマーク試験による結果を公表しないことに理解・同意します。

Oracle社は本契約の第三者受益者です。 

3. コグノス社構成品（Windchill製品及びService Intelligence製品にのみ適用） 

以下の使用規制は、ライセンスタイプ別に、Windchill及び Service Intelligence Product内の Business Reporting

機能に適用されます。 

(i) Windchill（すなわち、PDMLinkのほか、MPMLink、RequirementsLinkのようなアドオン・モジュール）

及び PTC の Servigistics 「Warranty」、「Service Center」及び「i」製品（すなわち、iServices, iOwn, iParts, 

iSupport）の各ライセンスには、次の(a)から(c)に掲げる Business Reporting基本機能を使用するライセンスが

含まれます。（a）レポートの選択、レポートの閲覧、及び個人設定（言語、時間帯など）、（b）Windchill 

Business Reporting Author、 Service Intelligence Professional Author 若しくは Service Intelligence 

Advanced Business Authorを使用する者によって作成されるレポートの実行及びスケジュール設定の

ユーザー又はここに述べる使用制限に則したいずれかのレポート生成手段によって作成されるレポ

ートの実行及びスケジュール設定、プロンプトとの交信、PDF、CSV のような他フォーマットへの

レポート出力、予定レポートの申込、レポート・フォルダ及びポータル・ページの作成及び管理、

                                                   
1
   これに対する例外は PTCがリセラーとなっている Informatica、Google、Intellicus及び Navteq

です。 
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標準レポートのカスタマイズ、及び通知の受信、並びに（c）Business Insightの使用によるインタラ

クティブなダッシュボード（計器盤）の作成。 

 (ii)「Windchill Business Reporting Author」又は「Service Intelligence Professional Author」のライセンスは、上記

(i)と同一の機能を許諾するものであり、さらに追加機能としてお客様は、特定数の登録ユーザーに、

Business Insight Advanced、Query Studio及び Report Studioのモジュール及び機能を使用させること、並

びに Framework Managerを使用してメタデータを作成させることができます。 

(iii) 「Service Intelligence Advanced Business Author」のライセンスは、上記(i)号と同一の機能を許諾するもので

あり、さらに追加機能としてお客様は、特定数の登録ユーザーに、Business Insight Advanced, Query Studio

及び Report Studioのモジュール及び機能を使用させること、並びに Framework Managerを使用してメタデ

ータを作成させることができます。 

(iv) 「Windchill Business Reporting Monitor」ライセンスは、お客様が特定数の登録ユーザーに Event Studioモ

ジュールの使用を許可することができるライセンスです。 

(v) 「Administrator」のライセンスは、上記(i)、(ii)、(iii)、及び(iv)と同一の機能を許諾するものであり、さらに追加

機能としてお客様は、お客様の環境の下で Business Report ソフトウェア及びその構成品のセットアップ、展

開、設定、及び管理ができます。このライセンスは、お客様に Framework Manager の使用によるメタデータ

の定義付け及び発行をも可能にし、また Portal、Query Studio、Report Studio、Analysis Studio、Business 

Insight 及び Business Insight Advanced を使用して高度かつインタラクティブなレポート、分析、照会、及び

計器類を文書化、発行、作成、閲覧もすることができます。 

お客様は、各ユーザーにおいて、上記で特定する使用許諾内容以外のレポート機能が使用できないように、

Business Reporting 機能を設定しなければなりません。Business Reporting 機能は、PTC 製品とだけ使用す

ることのみが認められ、それを独立して使用してはならないものとします。 

 

4. マイクロソフト社構成品（Arbortext IsoView製品にのみ適用） 

 

本許諾製品に含まれる、又は本許諾製品に伴ういかなるマイクロソフト社構成品について、お客様は次

の事項に同意するものとします。(i)オブジェクト形式の拡張使用再配布可能コード（Extended Use 

Redistributable Code）は、お客様が開発したソフトウェア・アプリケーション製品に関連して、又はその

一部とする場合に限り、重要且つ主要な機能を当該再配布可能コードへ追加する場合に配布できること。

(ii)マイクロソフト社の社名、ロゴ、商標を使用したエンドユーザー・アプリケーションの市販を行わな

いこと。(iii) エンドユーザー・アプリケーションに有効な著作権上の注意を含めること。(iv) エンドユー

ザー・アプリケーションの使用又は配布によって生起する、及び結果的に起こるマイクロソフト社に対

する一切の請求又は訴訟について、弁護士費用を含め、補償し、免責とし且つ弁護すること。且つ (v) 

エンドユーザー・アプリケーションのユーザーによる、拡張使用再配布可能コードの更なる配布を許可

しないこと。 

 

5.     Adobe社構成品（Windchill、Creo View及び Mathcad製品に適用） 

 

PTC製品に組み込まれたAdobe PDF Creation Add-Onは様々なアプリケーションやユーティリティおよび

構成品を含んでおり、またプラットフォームや言語をサポートし、かつ、さまざまなメディアまたは複

製としてお客様に提供される可能性がありますが、当該ソフトウェアは単一製品として設計され、単一
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製品として使用されるものとしてお客様に提供されます。お客様は当該ソフトウェアの構成品パーツす

べてを使用できるわけではありませんが、当該ソフトウェアから構成品パーツを切り離して別のコンピ

ュータで使用することはできません。お客様は当該ソフトウェアを切り離したり再パッケージしたりし

て配布や移転、再販売することはできません。 

 

Mathcad PRSi viewable supportの使用は、Mathcadで生成されたネイティブファイルでの使用に限定され

るものであり、Mathcad PRSi viewable supportは、他の非ネイティブファイル形式を PDF形式に変換する

ための変換ソリューションとして使用してはなりません。 

 

バージョン 10.0より前のバージョンにて Creo View PDF Collaboration Optionの一部として含まれる

Adobe Acrobatソフトウェアは、Creo View内における組込構成品として以外に使用することはできませ

ん。 

 

Windchill 10.0にて Creo View PDF Adapterの一部として含まれる Adobe Acrobat、LiveCycle PDF Generator

及び Reader Extensionsのソフトウェアは、Windchill/Creo View PDFの発行製品内における組込構成品と

して以外に使用することはできません。 

 

6．Telerik構成品（ソーシャル製品開発の製品に適用） 

お客様は、設計時に、PTCのソーシャル製品開発の製品である Telerik構成品を、Telerik社から

Developerライセンスなしに使用することはできません。 

 

同梱（バンドル）第三者製品についての諸条件  

本許諾製品に伴って提供される第三者の製品の一部は、該当の第三者製品の製造元から別途の使用許諾

が直接的に提供されます。（「同梱第三者製品」）当該一切の同梱第三者製品が本許諾製品に伴って提

供される場合、お客様は次の通り同意し承認するものとします。(i) 当該同梱第三者製品は「現状あり姿

のまま」、パススルー・ベースとして、且つその状態で PTC が保証、補償、支援、又はその他の表明を

行うことなくお客様へ提供されること。(ii)PTC の裁量で提供される当該同梱第三者製品並びに当該ソフ

トウェアのサポート・サービスに関して、PTC は責務を負わないものとすること。且つ (iii)当該同梱第

三者製品の新規版が、各製造者によって販売且つサポートされるようになる際、お客様はこれらを購入

する必要があるかもしれないこと。 

現在、次の同梱第三者製品が PTC より提供されており、当該許諾製品の一部は統合構成品、又は別途購

入によるオプショナルのアプリケーションとして提供されています。PTC 許諾製品の新規リリース版は、

追加の同梱第三者製品を伴う場合があります。 

  Oracle Sun Java Products（Windchill製品にのみ適用） 

本許諾製品に Oracle Corporation（「Oracle社」）提供のいかなる Sunソフトウェア及びドキュメンテー

ションが含まれる場合、当該 Oracle社のソフトウェア並びにドキュメンテーションについて次の諸条件が適

用されます。（「サンソフトウェア」）   Java™ Runtime Environment、Java Naming and Directory 

Interface™、JavaMail™, JavaBeans™ Activation Framework、Java™ Secure Socket Extension、及び

Java™ Software Developers Kitが含まれますがこれに限定されません。： 
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お客様は、JPI 内で追加クラスを構築したり、又は JPI にその他の追加やクラス修正を実施する

ことで、Java Platform Interface を修正することはできません。（「JPI」とは「java」パッケージ

又は「java」パッケージの一切のサブパッケージ 内のクラスを識別するものです） お客様が追

加クラス並びに関連の APIを構築した場合で、APIが(i) Java プラットフォームの機能性を拡大す

る、且つ (ii)当該追加 API を含む付随的なソフトウェアを開発する目的で、第三者であるソフト

ウェア開発者へ露呈する場合、お客様は全ての開発者が無料で使用する、当該 APIの正確な仕様

を速やかに且つ広範に公表するものとします。 

サンソフトウェアは、Oracle 社の著作権で保護された機密の情報であり、全てのコピーの所有権

は Oracle 社、且つ/又はそのライセンサーが保有するものです。サンソフトウェアは、一切の核

関連施設の設計・建築・操作・メンテナンスの目的で構築、使用許諾又は使用されることを意図

しておらず、Oracle社は当該使用の一切の適合性の黙示的保証について明確に放棄します。 

重要：サンソフトウェアは、フォールト・トレラント（耐故障）となり得ないもので、且つ、安

全装備のパフォーマンスが要求される危険な環境（例：核関連施設、航空機ナビゲーション、航

空管制、直接生命維持装置、又は武器体系の操作等）における機器又はシステムに関連して使用

した場合、当該許諾製品の故障が直接的な死亡、人的傷害、又は重度の身体・物理的又は環境的

な損害を招く恐れがあります。 

Oracle 社は、商品性、特定目的の適合性、又は非権利侵害の有無の一切の黙示的な保証を含め、

全ての明示又は黙示的な条件、表明、並びに保証を放棄します。但し、これらの権利放棄が法的

に無効であると判別された場合は除きます。 

法律のもとで禁止されない範囲で、その生起の如何を問わず、また責任の理論如何に関わらず、

サン社ソフトウェアの使用又は使用不能から生起する又は関連する、収入・利益・データの損失、

及び直接・間接的な、特別な、帰結的な、偶発的な、又は懲罰的な損失の一切について、たとえ

サン社が当該損失の可能性について告知を受けていたとしても、Oracle 社及びそのライセンサ

ーに責任はないものとします。 

 

 Oracle JDBC Drivers (Integrity 製品に適用） 

http://www.oracle.com/technology/software/htdocs/distlic.html?url=http://www.oracle.com/technology/soft

ware/tech/java/sqlj_jdbc/htdocs/jdbc_10201.html. にある Oracle Corporation の「Development and 

Distribution License Agreement」（「Oracle ライセンス」）に関わる事項です。PTC は、当該

Oracle ライセンスの条件に同意し、関連する特定の義務があります。 Integrity 許諾製品は、

Oracle JDBC Drivers を含み、当該許諾製品の使用において、お客様は、Oracle ライセンスによっ

て拘束されることとなり、特に「Program Distribution」、「License Rights」、「Ownership and 

Restrictions」、「Export」、「Disclaimer of Warranties and Exclusive Remedies」、「No Technical 

Support」、「End of Agreement」、「Relationship Between the Parties」、「Open Source」の表題で

規定されている条件については、Oracle ライセンスの契約当事者と同様に扱われるものとします。

お客様は、Oracle Corporationからライセンスを取得しない限り、Oracle JDBC Driversを頒布して

はならないものとします。Oracle Corporation は、本段落の条件において意図された第三者受益者

です。 

 

http://www.oracle.com/technology/software/htdocs/distlic.html?url=http://www.oracle.com/technology/software/tech/java/sqlj_jdbc/htdocs/jdbc_10201.html
http://www.oracle.com/technology/software/htdocs/distlic.html?url=http://www.oracle.com/technology/software/tech/java/sqlj_jdbc/htdocs/jdbc_10201.html
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 Intellicus（お客様が Intellicus ソフトウェアのライセンス又は当該ソフトウェアのホスティングを
PTCから購入している場合に限り適用） 

1.     制限付ライセンス  Servigistics許諾製品に組み込まれている Intellicus Professional Reporting Tool

（「Intellicus」）は、それに付随する Servigistics 許諾製品と共にのみ使用されるものとし、

Servigistics許諾製品に限って共に使用されます。 

2. 使用の制限  Servigistics許諾製品に組み込まれている Intellicusのデフォルトバージョンでは、

同時に使用できるスレッドは 5 個以下に制限されていますが、サーバ上で使用する場合は

CPU の数に制限はありません。PTC は、見積書の記載に従って 10 個の同時スレッド又は無

制限の同時スレッドのいずれかを使用できるよう、オプションのソフトウェアアップグレー

ドを提供する場合があります。 

 明確にするために、「スレッド」は並列実行されるレポートの数を指すものとします。5 個

のスレッドとは、5件のレポートを同時に実行できることをいいます。任意の時点でこれら 5

件の組み合わせに 6件目が加わる場合、6件目は 5個のスレッドのうちの 1個が解放されるま

で待ち行列に置かれます。6 件目の要求を送信したユーザーは、反応が遅くなるのを体験す

るかもしれませんが、サービスの拒否を受信することはありません。この状況が該当するの

は、ユーザーがアクティブに実行するレポートに限られます。予定されているレポートは別

のスレッドプールから実行されるため、この状況は該当しません。同時ユーザーライセンス

の場合はレポートをアクティブに実行しているのではなく閲覧しているだけのユーザーも含

まれ、それらのユーザーのスレッドはカウントされないため、このライセンスタイプは「同

時ユーザー」ライセンスよりも適切です。この利用可能なスレッドの数は、ライセンス付与

によって決定され、製品インストール時に構成されます。 

3. 所有権 お客様は、(a)Servigistics許諾製品と共に提供された Intellicusソフトウェアはお客様で

はなく PTC の財産であること、及び(b)お客様は Intellicus ソフトウェア(そのドキュメンテー

ションを含みます）を PTC お客様契約及び見積書に記載された契約条件に従う場合に限り使

用することを確認し、同意します。 

4. 保証及び免責  Intellicus Technologies Pvt. Ltd.は、お客様による Intellicusソフトウェアの最終

受け入れと実装から 90日間にわたり、Intellicusをそのドキュメンテーションに従って使用す

る場合は Intellicus があらゆる重要な側面においてそのドキュメンテーションに従って動作す

ることをお客様に保証します。Intellicus は、適用可能な法により認められる最大限の範囲に

おいて、それ以外のすべての保証を明示的に否認します。 

5. 限定責任   知的財産権の侵害に関する補償に関連する賠償責任を除いて、 Intellicus 

Technologies Pvt. Ltd.は間接的損害、派生的損害及び付随的損害に関する賠償責任を明示的に

否認し、直接損害に関する PTC 及びそのサプライヤーの賠償責任を商業的に合理的な方法で

明示的に制限します。 

6. 制限  お客様が、(a)Intellicusをコピーすること（バックアップ又はアーカイブ目的のコピーに

関して適用可能な著作権法により認められる場合を除きます）、(b)Intellicus 又はその一部を

第三者に配布、開示、販売、賃借、リースするか又はそれ以外の方法で移転すること

（Intellicus をサービスビューロー、施設管理、第三者トレーニングまたは共同使用プロバイ

ダーの資格で使用することなどを含みます）、又は(c)許諾製品の全部又は一部のリバースエ
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ンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、変更、調整、翻訳又は派生物の作成を行う

ことを禁止します。 

7. 譲渡  前記に関わらず、PTCは、お客様の資産又は株式の全て又は実質的に全てに権利を持つ

継承者への PTCお客様契約の譲渡に関連して、お客様による Intellicusの譲渡を許可する権利

を持つものとします。 

 

 

 Google（お客様が Google ソフトウェアのライセンス又は当該ソフトウェアのホスティングを
PTCから購入している場合に限り適用） 

本 Google ソリューションは、Servigistics 許諾製品及び／又は Servigistics 許諾製品向け PTC 

Hosted Solution Services と共に使用する高度なマッピング能力を PTC のクライアントに提供する

ことを目的として、Servigistics 許諾製品と共に使用されます。本契約中のこれと異なる如何なる

規定にも関わらず、本 Google ソリューションの使用は Google がサポートする対象地域（下記の

定義による）内の国々に限定されます。  

 

Google契約／使用許諾の適用可能な契約条件 

 

1. Google Maps for Enterpriseソフトウェアの使用許諾及び使用契約  本Google契約（「Google契

約」）は、お客様がServigistics許諾製品及び／又はHosted Solution Servicesと共にGoogleマップ製品を

使用できるようにするための契約条件を定めるものです。 

2. 定義  大文字で始まる以下の用語は、下記の意味を持つものとします。 

2.1. 「Google契約」とは、本契約のGoogle固有の条項をいいます。 

2.2. 「発効日」とは、お客様がServigistics許諾製品及び／又はPTC Hosted Solution 

Servicesを注文する日をいいます。 

2.3. 「エンドユーザー」とは、Google固有の本条項においてはGoogleマップサービス

を使用するエンドユーザー個人をいいます。 

2.4. 「ジオコード（ジオコーディング）」とは、住所若しくは関心ポイント又は住所

が位置する街路の交差点のいずれかの形式の情報を補間あるいは提示することに

よって、許諾製品に関連するアドレスに経度／緯度座標をオンラインで割り当て

ることをいいます。それに加えて、該当する場所を地図上に表示するラスター画

像を含む場合があります。 

2.5. 「画像」とは、Googleマップ製品に収録されている画像及びGoogleマップ製品に

よって作成された画像をいいます。 

2.6. 「ライセンスキー」とは、Googleによってお客様のPTCソリューションに割り当

てられ、Googleアカウント及びお客様のソリューションのURLと一意的に関連付

けられ、本ソフトウェアの使用に必要な英数字キーをいいます。 

2.7. 「マップドロー」とは、あらかじめ定められた地理上の地域又はエンドユーザー

が指定した地理上の地域の地図、ジオコード又はルート上に地球、街路または関

連する情報を表示するラスター画像をいいます。 
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2.8. 「製品」とは、本契約のGoogle固有の条項においてはGoogleマップのソフトウェ

ア及びドキュメンテーションをいいます。 

2.9. 「ルート」とは、1つ以上の起点と1つ以上の終点の間のテキスト形式、聴取可能

な形式及び／又は視覚的な形式による1つ以上の経路指示、該当する経路の全部又

は一部に関する移動時間及び／又は距離をいいます。 

2.10. 「ソフトウェア」とは、Google固有の本条項においてはGoogle Maps for Enterprise

製品のドキュメンテーションにより指定され、見積書又は注文書式において特定

されるJavaScript形式又はそれ以外のGoogle独自開発アプリケーションプログラム

インターフェース（「API」）をいいます。このAPIにより、お客様は本契約中の

契約条件に従って画像を表示できますが、画像の基礎を成す地図データ、地図サ

ービスに関連してGoogleが提供するサービス（ローカルサーチに限定されませ

ん）、又はその他のGoogleサービスにアクセスすることはできません。 

2.11. 「Googleマップサービス」とは、PTC Servigistics Workforce Managementソフトウ

ェアアプリケーションを通して提供されるGoogleマップサービス、画像、製品を

いいます。 

2.12. 「 対 象 地 域 」 と は 、 http://gmaps-

samples.googlecode.com/svn/trunk/mapcoverage_filtered.htmlにある対象地域の最新の

リストをいいます。 

2.13. 「トランザクション」とは、1回のマップドロー、ジオコード又はルートを実行す

るためにGoogleマップソリューションを明確に区別できる形で1回使用することを

いいます。  

2.14. 「トランザクションイヤー」とは、発効日又はその後の更新から開始する連続12

カ月の期間をいいます。 

3. 使用許諾  Googleは、本Google契約の契約条件を条件として、PTC Hosted Solution Servicesを経由

してGoogleマップサービスと共にのみ製品を使用するサブライセンス不可、譲渡不可、非独占的、

解除可能、限定的使用許諾をPTCを通してお客様に提供します。お客様は、Googleマップサービスと

共に提供されたか又はGoogleマップサービスによって作成された画像若しくはデータを配布又は販

売することはできません。 

4. お客様の制限。エンドユーザー条件  如何なる場合であれ、お客様は画像との関連において広告

又は有料リスティングを提供せず、又は広告が掲載されているページ上でGoogleマップ製品を提供

し な い も の と し ま す 。 お 客 様 の エ ン ド ユ ー ザ ー は 、 (a)Google が

http://maps.google.com/help/terms_maps.htmlに掲載している「マップ使用条件」及び (b)Googleが

http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.htmlに掲載している「利用規約」に従う

場合に限り、Googleマップサービスを利用できます。Googleは、前述の規定を制限することなく、

上記のURL及び／又は本エンドユーザー使用許諾に関するGoogle契約の必要な条件を随時更新する

ことができ、Google及び／又はそのライセンサー及びサプライヤーが随時必要とする指示、警告、

免責条項及び／又は安全情報をお客様に提供します。当該通知は、お客様によってお客様のエンド

ユーザーに転送されるものとします。Google又はPTCのいずれも、Googleマップサービスと共に使用

するためのハードウェア若しくはシステムの瑕疵又は破損に関して義務又は責任を負うことはあり

ません（それに対して許諾製品は、お客様のPTCとの契約に従ってサポートされます）。 

5. 所有権。制限付き利用 

http://maps.google.com/help/terms_maps.html
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5.1. 知的財産権。権原  本Google契約の目的のために、「知的財産権」とは、全世界において

現在及び今後において有効な特許法、著作権法、半導体チップ保護法、著作者人格権法、トレー

ドシークレット法、商標法、不正競争防止法、パブリシティ権法、プライバシー権法に基づいて

随時存在する全ての権利、及びその他全ての所有権、並びにその全ての適用、更新、延長及び回

復をいいます。お客様は、Googleマップサービスにおける、及びGoogleマップサービスに対する

全ての知的財産権などを含む全ての権利、権原及び権益がGoogle及び／又はその第三者ライセン

サー並びにサプライヤーに留まることを認め、本Google契約において明示的に記載されている場

合を除いてGoogleマップサービスにおける、及びGoogleマップサービスに対する権利、権原及び

権益を取得しないものとすることを認めます。 

5.2. 制限付き利用  本Google契約に別に明文の規定がある場合を除いて、お客様には製品又は

画像の全部又は一部を第三者に譲渡、サブライセンス又はそれ以外の方法で配布する権利はあり

ません。本Google契約に明文の規定がある場合を除いて、お客様は、以下を行わないことに同意

し、エンドユーザーに限定されない他者に対して以下の行為をさせないことに同意します。(i)ソ

ースコード及びその他のソフトウェアの基礎を成すアイデア又はアルゴリズムを含む製品又はそ

の構成品の調整、改変、変更、逆コンパイル、翻訳、逆アセンブル又はリバースエンジニアリン

グを行うこと（適用可能な法が当該制限を特に禁止している場合を除きます）、(ii)ソフトウェ

アを実行可能にするライセンスキーを作成すること、(iii)PTCお客様契約に記載されている場合

を除いてソフトウェア又はドキュメンテーションをコピーすること、(iv)Googleマップサービス

を下記に定義する高リスク活動に使用すること、(v)製品又はその構成品を共同利用目的又はサー

ビスビューロー目的のために譲渡、サブライセンス、貸与、販売、リース又は使用すること、又

は(vi)製品又はその構成品を米国商務省輸出管理局、米国財務省外国資産管理局又はその他の該

当する政府機関が管理する輸出管理関連の法、規制又は規則によって禁止されている国へ出荷、

流用、積み換え、移転、輸出又は再輸出すること若しくはそれらの法などによって禁止されてい

る方法で使用すること。疑義を避けるため、本Google契約の規定によりどのようなものであれソ

フトウェアのソースコードにおける、又はソースコードに関連する権利がお客様に付与されるこ

とはありません。 

5.3. ブランドの特長  Google又はそのパートナー、ライセンサー又はサプライヤーの商号、商

標、サービスマーク、ロゴ、トレードドレス及びその他全ての明確に区別されるか又は独占所有

権のあるシンボル、ラベル、意匠又は記号表示（「ブランドの特長」）並びに製品又は（Google

マップサービスに表示される）画像に付されている著作権表示又はその他の所有権表示は維持さ

れるものとし、お客様により削除、変更又は改変されないものとします。画像には、Google又は

そのパートナー、ライセンサー及びサプライヤーの商号、商標、サービスマーク、ロゴ、ドメイ

ン名その他の明確に区別されるブランドの特長が含まれる場合があります。お客様は、Google又

はGoogleのライセンサーのブランドの特長若しくはその登録に異議申し立てをしないこと、又は

他者による異議申し立てを支援しないことに同意します（但し、お客様自身のブランドの特長に

関連するお客様の権利を保護するために異議申し立てを行う場合を除きます）。お客様は、

Google又はGoogleのライセンサーのブランドの特長又はドメイン名に紛らわしいほど類似してい

るブランドの特長又はドメイン名の登録を試みないものとします。本Google契約に従って定めら

れている場合を除いて、いずれの当事者も他方の当事者のブランドの特長における、又はそれに

対する権利、権原若しくは権益を取得しないものとします。 

5.4. 法的通知  画像上又は画像内に表示されているかあるいは製品を通して提供されたリンク

又は表示は維持されるものとし、お客様はそれらを削除、変更、隠蔽又は改変しないものとしま
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す。お客様は、下記のURL（又はGoogleが更新するその他のURL）に記載されている法的通知が、

1)本契約の契約条件を補足して、お客様に対して法的拘束力を持つものであり、2)エンドユーザ

ー使用許諾Google契約及び／又はお客様のソリューションに関するサービス条件に記載されるか

又は通知、リンク又は同様の参照によりそれらに組み込まれることを確認し、同意します（「法

的通知」）。 

http://www.maps.google.com/help/legalnotices_maps.html 

6. 契約期間及び契約解除  契約期間及び契約解除はお客様のPTCとの契約に記載されている通りで

す。但し(i)お客様が第3条（使用許諾）、第4条（使用許諾の制限、エンドユーザー条件）、第4条

（リセラーの義務）に違反している場合、あるいはお客様が2回を超えて本Google契約に対し重大な

違反を犯した場合、Googleは当該違反の是正とは無関係に、直ちに本Google契約の全部又は一部を

解除することができます。 

6.1. 契約期間満了又は契約解除の効果  本Google契約の期間満了又は解除と同時に、本Google

契約の記載に従ってGoogleがお客様に提供した全ての使用許諾及びその他の権利並びにサービス

は直ちに停止されるものとします。但し、お客様の違反に起因しない契約解除については、本契

約により付与されたお客様が製品を使用するための使用許諾は、お客様の継続的な契約遵守を条

件として、年間支払い期間の残りの間は継続するものとします。本契約がお客様の違反を理由と

して解除される場合、お客様は製品の全てのコピーの削除及び／又は破棄を書面によりPTCに直

ちに証明しなければなりません。いずれの当事者も、本契約に別途の規定がある場合を除いて、

取引関係の終了に関連する弁償又は補償の請求を放棄し、当該請求から他方を免除します。 

7. 米国政府の制限付き権利  本製品は、該当する民間用及び軍事用連邦調達規則及びその補足事項の意

味の範囲内において商用です。本製品のユーザーが米国政府の機関、部門、従業員又はその他の事

業体である場合、技術データまたは技術マニュアルを含む本製品の使用、レプリケーション、複製、

リリース、修正、開示又は移転は、本契約に記載されている条項、条件及び約定により制限されま

す。民間機関を対象とする連邦調達規則12.212並びに軍事機関を対象とする国防総省調達規則

227.7202に従って、ソフトウェアの使用は本Google契約によりさらに制限されます。 

8. 保証の免責事項  Google及びそのライセンサー及びそれらのサプライヤーは、明示であれ、黙示

であれ、制定法又はそれ以外によるものであれ、商品性、特定用途への適合性、及び第三者の権利

の不侵害の保証などは行いません。本製品及びGoogleマップサービス（当該サービスにおいて提供

された全ての画像並びにデータを含みます）は、Google及びそのライセンサー及びそれらのサプラ

イヤーによって「現状有り姿のまま」で提供されています。Google及びそのライセンサー及びそれ

らのサプライヤーは、製品、Googleマップサービス、又は画像若しくはデータあるいはその一部に

エラー又はバグが存在しないこと、又はお客様による製品若しくはGoogleマップサービスの利用が

中断されないことについては保証を行いません。Google及びそのライセンサー及びそれらのサプラ

イヤーは、製品又は第三者製システムの適切なインストール並びに使用に関する責任を負いません。

Google及びそのライセンサー及びそれらのサプライヤーは、製品によって利用可能となった画像又

はその他の情報についていかなる表明も行いません。一部の法域では、黙示の保証の除外が認めら

れていないため、上記の除外はお客様に適用されない可能性があります。その場合は、認められる

最大限の範囲において、黙示の保証はライセンスキーの引き渡しの日から30日間に限定されます。

Googleマップサービスはフォールト・トレラントではなく、核施設、航空管制システム又は生命維

持システムの運用などの用途、又はリアルタイムルート案内（進路変更毎のルート案内及びその他

のセンサの使用を介して可能となるルーティングを含みます）のための使用又はそれと関連する用

途、車両の挙動の自動制御又は自律的制御の機能を備えたシステムのための使用又はそれと関連す

http://www.maps.google.com/help/legalnotices_maps.html
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る用途などの、製品の不具合が死亡、負傷又は環境破壊につながる恐れのある使用またはそれと関

連する用途（「高リスク活動」）のために設計、製造されたものではなく、そのような用途を意図

したものではありません。 

9. 責任の制限  (A)本契約に記載されている守秘義務の違反、(B)お客様によるGoogleの知的財産権の

侵害又は不正流用、(C)製品又はGoogleマップサービスを使用するために本契約において付与された

使用許諾に対するお客様による違反、又は(D)本契約に基づく両当事者の補償義務に従って第三者に

支払われなければならない金額を除いて、如何なる場合であれ、いずれの当事者又はGoogle及びそ

のライセンサー及びそれらのサプライヤーは(i)データの喪失、逸失利益又は代用品若しくは代用サ

ービスの調達の費用などに関する損害を含む間接的損害、特別損害、付随的損害、派生的損害又は

懲罰的損害に関しては、その原因（使用、不正使用、使用不能又は使用の中断などを含みます）を

問わず、及び、契約又は不法行為などを含む如何なる責任理論の下であれ、及びいずれの当事者が

当該損害の可能性について認識していたか、知っていたか、認識していたはずであるか、知ってい

たはずであるかを問わず、及び本契約に記載されている救済がその本質的な目的を達成できないか

否かとは関係なく、又は(ii)製品又はGoogleマップサービスのエラー、欠落又はその他の不正確性、

又は製品又はGoogleマップサービスの破壊的な性質に帰することのできる請求に対して、責任を負

いません。いかなる場合であれ、Google及び／又はそのライセンサー又はそのサプライヤーの本契

約に基づく責任の総額は、当該請求が発生した日の直前6カ月間にお客様が支払った料金の額を超え

ないものとします。 

 

 

 Navteq（お客様が Navteq データ又は当該データのホスティングを PTC から購入している場合に
限り適用） 

NavTeq データ（「本データ」）は、お客様の事業における内部利用のみを目的として提供され
るものであり、再販売のために提供されるものではありません。本データは著作権により保護さ
れており、一方の当事者であるお客様と他方の当事者である PTC 及びそのライセンサー（それ
らのライセンサー及びサプライヤーを含みます）によって合意された以下の契約条件を条件とし
ます。 

© 2007 NAVTEQ All rights reserved. 

カナダの諸地域に関する本データには、© Her Majesty the Queen in Right of Canada、© Queen's 
Printer for Ontario、© Canada Post Corporation、GeoBase®を含むカナダ当局から許可を得て取得し
た情報が含まれます。 

NAVTEQは、ZIP+4®情報の公開及び販売を行うための United States Postal Service® からの非排他

的ライセンスを保有しています。 

©United States Postal Service® 2007.  価格は United States Postal Service®によって設定、管理又は承
認されたものではありません。下記の商標及び登録（United States Postal Service、USPS 及び
ZIP+4）は USPSが所有しています。 
 
契約条件 
業務利用限定  お客様は、本データをお客様が使用許諾された事業目的のためにのみ PTC Hosted 
Solution と共に使用すること、及びサービスビューロー、共同使用又はその他の同様の目的のた
めに使用しないことに同意します。従って、但し下記の条項に記載された制限を条件として、お
客様が表示される著作権通知を削除せず如何なる方法であれ本データを変更しない場合に限り、
お客様は(i)本データの閲覧、及び(ii)本データの保存を目的とするお客様の用途に必要な場合に限
り、本データをコピーすることができます。お客様は、それ以外の方法で本データのいかなる部
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部についても複製、コピー、変更、逆コンパイル、逆アセンブル、又はリバースエンジニアリン
グを行わないことに同意します。お客様は、強制的法律によって認められる範囲を除いて、如何
なる目的のためであれ、形式を問わず本データを移転又は配布することはできません。 

制限  お客様が PTCにより PTC Hosted Solutionを使用することを特に許諾されている場合を除き、
及び前条項を制限することなく、お客様は(a)車両のナビゲーション、ポジショニング、出動、リ
アルタイムルート案内、車両管理又は同様のアプリケーションを実行できる車両にインストール
されているか又はそのような車両と通信を行う製品、システム又はアプリケーションと共に本デ
ータを使用すること、又は(b)携帯電話、パームトップコンピュータ及びハンドヘルドコンピュー
タ、ポケットベル及び携帯情報端末（PDA）などを含むポジショニング・デバイス、モバイル又
はワイヤレス接続の電子デバイス若しくはコンピュータデバイスと共に、又はそれらとの通信に
おいて本データを使用することはできません。 

警告  本データには、時間の経過、状況の変化、使用したソース及び包括的な地理データ収集の
特性（これらはいずれも誤った結果につながる可能性があります）に起因する不正確又は不完全
な情報が含まれる可能性があります。 

無保証  本データは「現状有り姿のまま」で提供され、お客様は自身の危険負担において本デー
タを使用することに同意します。PTC 及びそのライセンサー（及びそれらのライセンサー及びサ
プライヤー）は、本データから得られるコンテンツ、品質、正確性、完全性、有効性、信頼性、
特定目的への適合性、有益性、用途又は結果などについて、若しくはデータ又はサーバに中断が
ないか又はエラーが発生しないことについて、明示であれ黙示であれ、法またはそれ以外に起因
するいかなる保証、表明又は補償も行いません。 

保証の否認  PTC 及びそのライセンサー（それらのライセンサー及びサプライヤーを含みます）
は、明示であれ黙示であれ、品質、パフォーマンス、商品性、特定目的への適合性又は第三者の
権利不侵害に関する保証を否認します。一部の州、地域及び国は特定の保証の除外を認めていな
いため、上記の除外がお客様に適用されない可能性があります。 

責任の否認  PTC 及びそのライセンサー（それらのライセンサー及びサプライヤーを含みます）
は、請求、要求又は訴訟の原因の性質とは無関係に、情報の使用又は所有に起因する可能性のあ
る直接又は間接的な損失、傷害又は損害を主張する請求、要求又は訴訟に関して、又はお客様に
よる本情報の使用又は使用不能、当該情報における瑕疵、又は契約上の行為、不法行為若しくは
保証に基づく行為のいずれかによる上記の契約条件の違反に起因する利益の逸失、収益の喪失、
契約の逸失又は期待された節約効果の喪失、又はその他の直接損害、間接的損害、付随的損害、
特別損害又は派生的損害に関して、PTC 又はそのライセンサーが当該損害の可能性について知ら
されていた場合であっても、お客様に対して責任を負わないものとします。一部の州、地域及び
国は特定の責任の除外又は責任の制限を認めていないため、その範囲において上記がお客様に適
用されない可能性があります。 

輸出管理  お客様は、適用可能な輸出関連の法、規則及び規制を遵守しそれらに基づいて要求さ
れるすべての許認可を取得している場合を除いて、お客様に提供された本データの一部又は本デ
ータの直接の生成物をいかなる場所からであれ輸出しないことに同意します。 

 

 

 Informatica（お客様が Informatica ソフトウェアのライセンス又は当該ソフトウェアのホスティン
グを PTCから購入している場合に限り適用） 

1. 付与されるライセンスの範囲 

Informatica PowerCenter Standard Distribution Product（「Informatica」）は、PTC Servigistics許諾製

品と共にのみ使用されるものとし、PTC Servigistics 許諾製品に限って共に使用されます。
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Informaticaは、本条項の対象である PTC許諾製品と共に使用されなければなりません。お客様は、

PTC 許諾製品と共に使用する場合を除いて、Informatica に関するマッピングまたはトランスフォ

ーメーションを修正又は新たに作成する権利を持たないものとします。Informatica の使用は、該

当するデータソースのタイプ、ターゲット・データベース・インスタンスの数、コンピュータシ

ステムのタイプ、CPUの数、及びライセンス料金及び／又はメンテナンス及びサポート料金が支

払われている PTC 許諾製品に限定されるものとします。Informatica は、以下の条件に従って

PTCによりお客様にサブライセンスされるものとします。 

2. Informaticaの保証 

Informatica は、許諾製品の実装が完了した日から 90 日間（「保証期間」）にわたり、Informatica

製品が最新の標準的なユーザードキュメンテーションにより定義された一般的な仕様に実質的に

適合して動作することを保証します（PTC のソリューションにとって重大ではない微細な欠陥又

はエラーを除きます）。Informatica 製品が保証期間中に当該仕様に従って稼働しない場合、

Informatica は、当該仕様に従って、又は当該仕様に実質的に従って稼働するよう Informatica 製品

の瑕疵を是正します。Informatica 製品が前述の保証に適合しない場合のお客様の唯一の救済は、

適合違反をもたらしている条件の是正です。上記の保証は排他的であり、明示であると黙示であ

るととを問わず、商品性又は特定目的への適合性の黙示の保証を含む他の全ての保証に代わるも

のです。 

 

 

 

 その他同梱第三者製品 

 

Integrity製品 

 

Integrity 許諾製品は、第三者ソフトウェアと共に関連する通知及び第三者ライセンス契約が、以

下の第三者から提供されます。(a) IMPLEMENTER と関連ソフトウェアの場合は、製品のメイン

メニューから F14キーを押すことで提供されます。(b) MKS INTEGRITY™ソフトウェアの場合は、

(i)MKS Integrity のスタートアップページ、(ii) MKS INTEGRITY Server 又は MKS INTEGRITY 

Client をインストールする際に、インストール先のディレクトリとなる「 <MKS install 

directory>/jre」の<MKS install directory> 、及び(iii)「/support/thirdparty/<Thirdparty directory>」にお

ける「<Thirdparty directory>」で提供されます。「<Thirdparty directory>」とは、適用される第三

者ソフトウェア製品の名称であり、第三者ソフトウェアの使用に関する追加条件が規定されてい

ます。 

 

Creo Parametric製品 

 

 Java runtime environment 

 Microsoft C runtime libraries 
 

Creo View製品 

 Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86) 
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 Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x64) 

 Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86) 

 Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x64) 
 

Arbortext Editor / Styler / Publishing Engine製品 

 

 Microsoft Visual Studio C++ Runtime 2005 SP1 

 Microsoft Visual Studio C++ Runtime 2008 SP1 

 Java Runtime Environment 1.6 (Windows) 

 Rhino Javascript 

 Saxon 6.2 

 Perl 5.8 (subset only) 

 Tomcat 
 

Arbortext ISOView / ISODraw製品 

 

 Java Runtime Environment 1.5 (Windows) 

 

航空宇宙・防衛産業用の Arbortext製品 

 

 Microsoft Access 2000 Runtime 

 Java Runtime Environment 1.5 (Windows) 

 Java Runtime Environment 1.6 (Linux) 

 Java Runtime Environment 1.6 (Windows) 

 Apache Tomcat 5.5.23 (Windows) 

 Apache Tomcat 6.0.18 (Windows) 

 Microsoft Visual Studio C++ Runtime 2008 SP1 

 JDK 1.5.0.15 (Windows) 

 Oracle Data Access Components for .net - 11.2.0.1.2  

 Microsoft XML Parser 4.0 SP2 

 Microsoft XML Parser 6.0 SP1 

 Microsoft .net Framework 3.5 SP1 
 

Arbortext Advanced Print Publisher製品 

 

 Perl 5.8 

 

Arbortext Digital Media Publisher製品 

 

 JRE 1.4 for linux, solaris, solaris x86, hpux and itanium 

 JRE 1.5 for linux, solaris, solaris x86, Windows, hpux and itanium 
JRE 1.6 for Windows 

 

 

 


